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小
平
市
開
発
事
業
に
お
け
る
手
続
及
び

基
準
等
に
関
す
る
条
例
が
、
平
成　

年
６

２８

月　

日
に
改
正
さ
れ
、
平
成　

年
１
月
１

３０

２９

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
市
内
で
開
発
事
業
（
一

定
規
模
の
宅
地
造
成
・
建
築
行
為
な
ど
）

を
行
う
場
合
の
手
続
き
や
公
共
施
設
の
整

備
基
準
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

改
正
の
主
な
内
容
は
、
条
例
の
対
象
と

な
る
開
発
事
業
の
範
囲
の
拡
大
、
事
業
計

画
の
周
辺
住
民
へ
の
周
知
な
ど
の
手
続
き

の
変
更
、
公
共
施
設
等
の
整
備
基
準
の
変

更
な
ど
と
な
り
ま
す
。
こ
の
改
正
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
条
例
の
対
象
で
な
か
っ
た

事
業
が
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
や
、

こ
れ
ま
で
よ
り
手
続
き
に
か
か
る
期
間
が

長
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

会
教
育
委
員
）、
森
野
や
よ
い
、
平
林
宏
子

（
前
公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
）、
吉
岡

則
子
、
下
村
咲
子
、
金
子
真
弓
、
小
松
直

之
、
仙
波
咲
子
、
矢
崎
雅
子
（
前
学
校
経

営
協
議
会
委
員
）、
佐
藤
君
江
、
小
池
杏

子
、
宮
﨑
照
夫
、
加
藤
一
史
、
岸
野
弘
孝
、

杉
田
秀
二
郎
（
前
学
校
経
営
協
力
者
）、
土

井
麻
子
（
前
教
育
相
談
員
）

　
　
〈
教
育
総
務
課
〉

 　

市
議
会
６
月
定
例
会
で
、
６
月　

日
を

３０

も
っ
て
退
任
と
な
る
監
査
委
員
（
識
見
を

有
す
る
者
）
舛
川
博
昭
氏
の
後
任
と
し
て

岡
村
健
司
氏
の
選
任
が
同
意
さ
れ
ま
し

た
。

　

新
た
に
７
月
１
日
付
け
で
就
任
す
る
岡

村
健
司
氏
は
、
現
在
、
公
認
会
計
士
と
し

監

査

委

員

に

岡

村

健

司

氏

て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
　
　
〈
監
査
事
務
局
〉

 　

市
内
の　

園
の
幼
稚
園
が
、
一
堂
に
集

１５

ま
り
、
幼
稚
園
就
職
応
援
フ
ェ
ア
を
開
催

し
ま
す
。
幼
稚
園
へ
の
就
職
に
興
味
の
あ

る
方
は
、
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
、

気
軽
に
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

と　

き　

８
月　

日
（
土
）　

午
後
１
時

１３

〜
３
時　

分
３０

と
こ
ろ　

ル
ネ
こ
だ
い
ら
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

ホ
ー
ル

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

主　

催　

小
平
市
私
立
幼
稚
園
協
会

問
合
せ　

幼
稚
園
就
職
応
援
フ
ェ
ア
事
務

局
（
り
ん
ど
う
幼
稚
園
）
緯
０
４
２
（
４

６
２
）
３
１
３
３

 　

小
平
市
、
東
大
和
市
、
武
蔵
村
山
市
お

よ
び
衛
生
組
合
の
４
団
体
で
は
、（
仮
称
）

私

立

幼

稚

園

就
職
応
援
フ
ェ
ア

生
活
環
境
影
響

調

査

の

結

果

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合

３
市
共
同
資
源
物
処
理
施
設
の
建
設
を
計

画
し
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
に
伴
い
、
周

辺
地
域
へ
の
生
活
環
境
影
響
調
査
の
結
果

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

８
月　

日
（
月
）
ま
で
（
土
曜
・

１５

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

と
こ
ろ　

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組

合
、
資
源
循
環
課
（
市
役
所
４
階
）、
東

大
和
市
ご
み
対
策
課
、
武
蔵
村
山
市
ご
み

対
策
課

怯
意
見
の
受
付

　

調
査
結
果
に
ご
意
見
が
あ
る
方
は
、
８

月　

日
（
月
）
ま
で
（
必
着
）
に
、
問
合

２９
せ
先
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
（
送
付
、
フ
ァ

ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
可
）。

怯
説
明
会

と　

き　

７
月　

日
（
金
）　

午
後
７
時

２９

か
ら

と
こ
ろ　

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合

３
階
大
会
議
室

問
合
せ　

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組
合

（
〒　

們
０
０
３
３　

中
島
町
２
番
１

１８７

号
）
緯　

（
３
４
１
）
４
３
４
５
、
俊　

０４２

０４２

（
３
４
３
）
５
３
７
４
、
死info

    @
km
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と　

き　
　

月
２
日
（
日
）　

午
前　

時

１０

１０

〜
正
午 排

水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

資
格
認
定
共
通
試
験

と
こ
ろ　

青
山
学
院
大
学
青
山
キ
ャ
ン
パ

ス
９
号
館
（
渋
谷
区
渋
谷
４
們
４
們　

）
２５

費　

用　

６
千
円

申
込
み　

８
月
１
日
（
月
）
か
ら　

日
３１

（
水
）
ま
で
（
消
印
有
効
）
に
、
送
付

※
受
験
申
込
書
は
、
８
月　

日
（
水
）
ま

３１

で
下
水
道
課
（
市
役
所
４
階
）
で
配
布
。

問
合
せ　

下
水
道
課
緯　

（
３
４
６
）
９

０４２

５
６
０

 　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
。

怯
第
８
回　

行
財
政
再
構
築
推
進
委
員
会

と　

き　

７
月　

日
（
金
）　

午
後
２
時

２９

　

分
か
ら

３０と
こ
ろ　

健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
２
階

第
三
・
第
四
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

行
政
経
営
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
７
５
６

怯
第
１
回　

環
境
審
議
会

と　

き　

８
月
５
日
（
金
）　

午
後
２
時

〜
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　

環
境
政
策
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
８
１
８

審
議
会
な
ど
の
日

審
議
会
な
ど
の
日
程程

職
種
な
ど　

左
表
の
と
お
り

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　

８
月
５
日

（
金
）
ま
で
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

職
員
課
（
市
役
所
３
階
）、
東
部
・
西
部
出

張
所
で
配
布

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す
。
勤
務
時
間
な
ど
、
詳

し
く
は
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

８
月
５
日
（
金
）
ま
で
に
、
申

込
書
類
を
問
合
せ
先
へ
持
参

問
合
せ　

職
員
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

１
４

　

詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

都
市
計
画
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
８
２
９

 
対
象
施
設　

四
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
一

応
募
資
格　

都
内
で
、
学
童
ク
ラ
ブ
や
児

童
館
な
ど
の
管
理
運
営
の
実
績
が
あ
り
、

学
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
目
的
を
十
分
理
解
し

た
う
え
で
、
良
質
な
保
育
の
提
供
、
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
に
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
人
ま
た
は
団
体

募
集
要
項
の
配
布　

７
月　

日
（
木
）
か

２１

学
童
ク
ラ
ブ
の

指
定
管
理
者
を
募
集

ら
８
月
４
日
（
木
）
ま
で
、
子
育
て
支
援

課
（
市
役
所
２
階
）
で
配
布

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す
。

申
込
み　

８
月　

日
（
金
）
の
午
後
５
時

２６

ま
で
に
、
申
込
書
類
を
問
合
せ
先
へ
持
参

※
募
集
要
項
説
明
会
・
施
設
見
学
会
を
８

月
５
日
（
金
）
の
午
前
９
時
か
ら
行
い
ま

す
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
緯　
（
３
４
６
）

０４２

９
５
４
３

 　

教
育
委
員
会
で
は
、
市
の
教
育
・
文
化

発
展
に
貢
献
さ
れ
た
個
人
・
団
体
を
表
彰

し
て
い
ま
す
。
６
月　

日
（
木
）
に
、
中

１６

央
公
民
館
で
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
次
の
方

々
に
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
（
敬
称

略
）。

退
職
者　

穴
澤
智
惠
子（
前
五
小
校
長
）、

飯
室
一（
前
十
小
校
長
）、
橋
本
忠
明
（
花

小
校
長
）、
星
野
実
（
二
中
校
長
）、
芝
田

博
（
前
四
中
校
長
）、
室
賀
さ
ゆ
り
（
前
社

教
育
功
労
者
を

表

彰

定
証
（
減
額
認
定
証
）
は
、
毎
年
８
月
１

日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

す
で
に
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
平
成　

年
度
も
引
き
続
き
住
民
税
非

２８

課
税
世
帯
の
方
に
は
新
し
い
減
額
認
定
証

を
７
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
あ

ら
た
め
て
手
続
き
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
世
帯
の
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
場
合
は
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
３
８

 　

高
齢
者
の
し
お
り
は
、
高
齢
者
向
け
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
概
要
を
ま
と
め
た
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
で
す
。
今
年
度
は
７
月
末
に
、　
６５

歳
以
上
の
世
帯
主
の
方
に
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、
公
共
施
設
や
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
合
せ　

高
齢
者
支
援
課
事
業
推
進
担
当

緯　

（
３
４
６
）
９
６
４
２

０４２ 高
齢
者
の
し
お
り
を
送
付

平
成　

年
度

２８

怯
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
の
更
新

　

入
院
時
に
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す

る
と
、
１
食
当
た
り
の
食
事
代
と
１
か
月

の
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
減
額
に

な
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

怯
通
所
介
護
等
利
用
者
助
成

　

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
食
費
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

対　

象　

介
護
保
険
の
通
所
介
護
サ
ー
ビ

ス
（
予
防
・
認
知
症
対
応
型
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
）
を
受
け
て
い
る
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
方

助
成
額　

１
食
に
つ
き
２
百
円

申
請
方
法　

３
か
月
に
一
度
、
市
か
ら
送

付
す
る
申
請
書
に
食
事
を
と
っ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
領
収
書
な
ど
）

を
添
え
て
、
問
合
せ
先
へ

問
合
せ　

高
齢
者
支
援
課
緯　
（
３
４
６
）

０４２

９
５
１
０

怯
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
軽
減

　

低
所
得
者
で
特
に
生
計
が
困
難
な
方
に

対
し
て
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料

を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

対　

象　

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
次
の
要

件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

要　

件　

▽
世
帯
員
の
前
年
の
収
入
合
計

額
が
次
の
基
準
以
下
。
１
人
世
帯
の
場
合

は
百　

万
円
、
世
帯
構
成
員
が
１
人
増
え

５０

る
ご
と
に　

万
円
を
加
算

５０

▽
世
帯
員
の
預
貯
金
の
合
計
額
が
次
の
基

準
以
下
。
１
人
世
帯
の
場
合
は
３
百　

万
５０

円
、
世
帯
構
成
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に

百
万
円
を
加
算

▽
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

▽
そ
の
ほ
か
、
市
で
定
め
る
基
準
に
該
当

す
る

軽
減
さ
れ
る
割
合　

利
用
者
負
担
額
お
よ

び
食
費
・
居
住
費
な
ど
の　

％
（
老
齢
福

２５

祉
年
金
受
給
者
の
方
は　

％
）

５０

職　

種

福
祉
会
館

健
康
相
談
室

嘱
託
職
員

建
設
事
業
所

嘱
託
職
員

施
設
整
備
課

建
築
技
術

嘱
託
職
員

図
書
館
（
中

央
・
地
区
館
）

嘱
託
職
員

採
用
予
定

人　
　

数

１
人

１
人

１
人

１
人

主
な
勤
務
内
容

福
祉
会
館
で
の
高
齢
者
の
健
康

相
談
お
よ
び
指
導

週
５
日
勤
務

市
道
な
ど
の
維
持
お
よ
び
補
修

作
業
な
ど

※
自
動
車
の
運
転
業
務
あ
り
。

週
４
日
勤
務

建
築
ま
た
は
建
築
設
備
に
関
す

る
設
計
業
務
、
工
事
監
理
業
務

な
ど
（
Ｃ
Ａ
Ｄ
を
使
用
す
る
業

務
が
含
ま
れ
ま
す
）

週
４
日
勤
務

図
書
館
（
中
央
・
地
区
館
）
事

務
の
補
助
、
図
書
の
整
理
・
貸

し
出
し
な
ど

※
仲
町
図
書
館
で
は
仲
町
公
民

館
の
受
付
な
ど
の
業
務
あ
り
。

週
４
日
勤
務
（
交
代
勤
務
）

応
募
資
格

保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
方

自
動
車
運
転
免
許（
中
型
以
上
）

を
有
し
て
い
る
方

一
級
ま
た
は
二
級
建
築
士
の
資

格
を
有
す
る
方
、
も
し
く
は
実

務
経
験
が
５
年
以
上
あ
る
方

◇
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第

２
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
期
）

※
納
付
は
、
８
月
１
日
（
月
）
の
納

期
限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
付
で
き
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

 

検
索　

ヤ
フ
ー
公
金

　

詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振

替
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

HP

　

日
中
に
市
税
の
納
付
や
納
税
相
談

が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
夜
間
窓

口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と　

き　

７
月　

日
（
月
）　

午
後

２５

５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収
納
課
（
入

口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
夜
間
窓
口
で
は
、
納
税
証
明
書
の

発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

収
納
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
７
・
９
５
２
８

7月

今
月
の

税税税税
７
月　

日（
月
）に
開
設

２５

夜
間
納
税
窓
口

嘱
託
職
員
を
募
集

平
成　

年
９
月
採
用

２８

岡村健司氏

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

開
発
事
業
に
お
け

開
発
事
業
に
お
け
るる

手
続
及
び
基
準
等

手
続
及
び
基
準
等
にに

関
す
る
条
例
の
改

　

関
す
る
条
例
の
改
正正

介
護
保

介
護
保
険険

ご
存
じ
で
す
か

　
低
所
得
者
の
負
担
軽
減


